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市
役
所
い
ん
ふ
ぉ
め
。

今月は

国民健康保険料

７期の納期月です

国民健康保険課国保収納係
(24)０２８７

本庁舎
１階３番

国民健康保険料を滞納していると、
有効期限の短い「短期被保険者証」
や医療費が全額自己負担となる
「資格証明書」に切り替わります。
また、高額療養費などの給付が差
し止めになったり、差し止められ
た給付の額から滞納分が差し引か
れることもあります。特別な事情
により保険料の納付が困難なとき
は、早めに相談してください。

担当

広報ちとせ 12 月号 　14

　

駅
前
通
り
の
千
代
田
町
４
丁
目
交
差

点
に
歩
行
者
用
信
号
機
が
追
加
さ
れ

「
歩
車
分
離
式
信
号
機
」
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
信
号
機
は
、
歩
行
者
用
の
信

号
機
が
青
の
と
き
、
す
べ
て
の
車
両

用
の
信
号
機
が
赤
に
な
り
ま
す
。

　

歩
行
者
は
、
歩
行
者
用
の
信
号
機

を
十
分
確
認
し
て
、
走
行
す
る
車
の

動
き
に
も
注
意
し
て
渡
り
ま
し
ょ
う
。

くらし

本庁舎
３階35番

歩
車
分
離
式
信
号
機
が
設
置
さ

れ
ま
し
た市

民
生
活
課

交
通
安
全
係

(24)
０
２
６
３

　

財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
助
成
事
業
に
よ
り
、

桜
木
町
内
会
が
会
議
用
テ
ー
ブ
ル
や

くらし

本庁舎
３階35番

宝
く
じ
の
助
成
金
を
地
域
振
興

に
ご
活
用
く
だ
さ
い

市
民
生
活
課

市
民
生
活
係

(24)
０
１
８
３

募集

本庁舎
１階３番

国
保
加
入
者
へ
の
保
健
指
導
を
行
う

保
健
師
（
第
２
種
非
常
勤
）
募
集

国
民
健
康
保
険
課

国
保
給
付
係

(24)
０
２
７
４

【
募
集
人
員
】
１
人

募集

総合保健
センター

総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
の
保
健
師
・

看
護
師
（
第
２
種
非
常
勤
）
募
集

健
康
指
導
課

市
民
健
康
係

(24)
０
３
６
４

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
勤
務
内
容
】
保
健
業
務
（
健
診
事
後

相
談
や
家
庭
訪
問
）
な
ど

【
資
格
】
保
健
師
ま
た
は
看
護
師
の
資

格
を
有
す
る
方

【
勤
務
日
数
】
月
５
日
～
10
日
程
度

【
勤
務
場
所
】
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

【
日
額
報
酬
】
保
健
師
８
，
６
０
０
円

看
護
師
８
，
０
０
０
円
（
交
通
費
別
）

【
任
用
期
間
】
平
成
25
年
１
月
～
３
月

（
再
任
用
あ
り
）

【
面
接
】
日
程
は
後
日
連
絡

【
申
込
書
類
】
履
歴
書
（
市
指
定
用
紙
・

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
）、
資

格
証
明
書
の
写
し

【
申
込
方
法
】
12
月
17
日

（月）
ま
で
に
持
参

【
勤
務
内
容
】
国
民
健
康
保
険
加
入
者

の
保
健
指
導
業
務
な
ど

【
資
格
】
昭
和
28
年
４
月
１
日
以
降
に

生
ま
れ
、
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
方

【
勤
務
日
数
】
月
14
日
勤
務

【
日
額
報
酬
】
８
，
７
０
０
円
（
交
通
費
別
）

【
任
用
期
間
】
平
成
25
年
４
月
１
日
～

平
成
26
年
３
月
31
日
（
再
任
用
あ
り
）

【
申
込
書
類
】
履
歴
書
、
資
格
証
明
書

の
写
し

【
申
込
方
法
】
平
成
25
年
１
月
10
日

（木）

ま
で
に
持
参
ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
み

【
申
込
先
】
〒
066-

8686　

東
雲
町
２
丁

目
34　

千
歳
市
市
民
環
境
部
国
民
健

康
保
険
課
国
保
給
付
係

くらし

本庁舎
１階５番

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い

税
務
課
家
屋
係

(24)
０
１
６
８

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

に
土
地･

家
屋･

償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
12
月
31
日
ま
で
に
住
宅
、

店
舗
、
事
務
所
、
物
置
、
車
庫
な
ど

の
建
物
を
壊
し
た
と
き
は
、
平
成
25

年
度
の
家
屋
に
か
か
る
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

連
絡
が
な
い
と
、
平
成
25
年
度
の

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

椅
子
、
備
品
用
倉
庫
な
ど
の
備
品
を

購
入
し
ま
し
た
（
左
上
の
写
真
）。

　

こ
の
事
業
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
動
の
発
展
と
宝

く
じ
の
普
及
広
報
を
目
的
に
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

jichi-sogo.jp/lottery/comunity

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
活
用
方
法
な
ど
は
、
市
民

生
活
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

桜木町内会が購入した備品用倉庫


